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Honda ワンメイクレース事務局は、2015 N-ONE OWNER’S CUP 特別規則 「３・１２・１ タイヤ交換」に

ついて以下の通り変更する。 

 

なお本規則は 2015 年 10 月 17 日施行とする。 

 

■ ３・１２・１ タイヤ交換 

公式車両検査時にマーキングされたタイヤが、バースト等やむを得ない事由により交換が必要となった場

合、参加者は公式予戦終了後 30 分以内に申請を行い、大会審査委員会の許可したものに限り当該

タイヤの交換が認められる。 

ただしペナルティーとして、交換したタイヤが 1 本の場合スターティンググリッドの 20 グリッド降格、さらに 1 本

追加されるごとに 10 グリッドの降格が科せられ、降格したグリッドが決勝出走台数を超えるグリッド位置の

場合はピットスタートとする。 

スターティンググリッドの降格、ピットスタートについては、大会主催者発行の決勝スターティンググリッド表に

て決定される。 

 

 

【説明】 

 タイヤ交換およびそのペナルティーに関し、詳細を規定に追加する。 
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